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４３．２０  

 

特許庁長官による補正指令に対し出願人

が行った補正が、要旨を変更するものと

して審査官の決定により却下された場合

の取扱い（特・意・商）  

 

 

１．特許庁長官による補正指令（平成５年改正前特１７条２項、意６８条２項及

び商７７条２項において準用する特１７条３項）に対し、出願人が行った補正

を適式なものとして受理した後に、要旨を変更するものとして補正が審査官の

決定により却下された場合（平成５年改正前特５３条、意１７条の２第１項、

商１６条の２第１項）には、当該出願はいったん補正された方式上の欠陥を再

び有することとなる。したがって、方式上の欠陥を補正する手続が補正却下の

決定の謄本の送達後３月以内になされない場合、又は補正却下決定不服審判請

求（平成５年改正前特１２２条、意４７条１項、商４５条１項）が認められな

かった場合には、従前の補正指令に対する応答がなかったものとして、特許法

第１８条第１項 ※ 1 の規定により出願を却下する。なお、出願を却下する場合

には、従前の補正指令に対する手続補正書の提出が必要な旨の通知（従前の手

続補正指令書の複写を添付したもの）を事前に行うものとする。  

２．上記１．の取扱いは、補正が要旨を変更するものとして却下され、それが同

時に方式上の欠陥となる場合の取扱いであり、補正が要旨を変更するものとし

て却下されても、それが同時に方式上の欠陥とならない場合は適用されない。  

３．補正却下後の新出願がされた場合（意・商）  

なお、意匠登録出願又は商標登録出願について補正却下後の新出願がされた

場合には、もとの出願についての手続補正書が提出された時に新出願がされた

ものとみなされ、もとの出願は取り下げられたものとみなされる（意１７条の

３ ※ 2 ）。したがって、その場合には、もとの出願は却下しない。  

 

（改訂平成２３・１１）  
 

 

 

 

                                                
※ 1  特１８条１項：意６８条２項、商７７条２項において準用  
※ 2  意１７条の３：商１７条の２において準用  


